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平成２２年度事業報告 

（平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日） 
 
 
平成２２年度において実施した事業の概要は次のとおりである。 
 
 

Ⅰ．会員数（３月３１日現在） 
 
１．総会員数   １７０ 正会員  １４５（企業１４５） 

賛助会員  ２５（企業１７・団体８） 
 
２．入退会状況  入会  ９社（正会員８・賛助会員１） 

退会  ６社 
 
対前年度増減数  ３社増 
 
 
 
 

Ⅱ．事業実施内容 
 
１．協会設立３０周年記念事業 
６月の通常総会にあわせ設立３０周年記念講演会・懇親会を開催した。講演会では、「働
く場としてのダイレクトセリングを考える。～ワーク＆ライフバランス」をテーマに、ジ
ャーナリストの福沢恵子氏が講演。また、協会３０年のあゆみを記録したＤＶＤ及び小冊
子を作成し会員はじめ行政、相談機関、関係団体、メディアなどへ配布した。 
 
２．当協会と社団法人日本クレジット協会との連携 
訪問販売及び個別クレジットの健全な発展に資する観点から、当協会と(社)日本クレジ
ット協会との苦情防止に関する業務の連携に関しての検討をすすめ、日本クレジット協会
の自主規制制度に基づく認定事業者団体の申請を行った。これを受け、日本クレジット協
会は、同協会内に設置する自主規制委員会での審査結果をもとに、平成２３年３月１０日
付で当協会を認定事業者団体として認定した。この認定により今後、日本クレジット協会
加盟の個別クレジット会社は、訪問販売等の加盟店契約を締結する際の調査について、当
該加盟店が当協会の会員会社である場合に限りその調査に係る一部作業を軽減することが
可能となった。そして社会の信頼に応えるための体制の一つが構築できたといえる。 
 
３．販売員教育の実施及び研究 
（１）訪問販売員登録制度 
平成２２年度に受理した新規の訪問販売員登録制度申請企業は３社で、昨年度よりも申
請企業は減少した。当該会員より提出された教育計画書を審査し標準カリキュラムに準拠
していることを確認のうえ、これを受理した（当該新規参加企業は、受理された教育計画
書の内容に従い、社内における販売員教育を実施し、評価のうえで合格と判定した販売員
を当協会に届け出て、協会はこれを登録した。）。平成２３年３月末現在の登録者数は８２
４，６０７名である。 
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訪問販売員教育登録証の発行状況（平成２３年３月３１日） 
団 体 名 登録人数（名） 

訪販化粧品工業協会 
(社)日本ホームヘルス機器協会 
全国直販流通協会 
家庭訪販振興協会 

７６５，３８８ 
４２４ 

１１，３０５ 
１８０ 

団 体 合 計 ７７７，２９７ 
協会直接登録（３７社） ４７，３１０ 
合   計 ８２４，６０７ 

 
（２）訪問販売員教育指導者資格講座の開催 
本資格制度は企業内における教育指導者への法律知識の普及と指導管理者としての資質
の向上を目的とし、「訪問販売員登録制度」の充実強化の一環として発足させた指導者養成
講座である。平成２２年度は例年の通り東京（２回開催）・大阪・福岡の３地区で開催し、
再受講についても同様に東京（２回開催）・大阪・福岡で開催した。平成２２年度における
最終的な受講者数は４５社２５０名にのぼった。なお、合格者は１２５名で、この結果、
これまでの累計合格者数は３，２０７名となった。 
 
４．消費者相談の受付、解決等 
（１）消費者相談の受付、解決及び再発防止のための消費者啓発の実施 
消費者相談室（訪問販売１１０番）は、東京を核として全国７地区に転送装置を設置し
全国体制で消費者からの訪問販売に係る相談を受け、その解決に必要となる助言、調査及
び処理等を行った。また同種苦情の再発を防止するため、相談者に対しては契約に関する
啓発を行い、また会員に対しては文書により相談受付状況を連絡した。また、相談受付記
録を直接パソコンに入力するシステムを、個別の事例の迅速な処理のためだけでなく、相
談データの集計・管理・分析にも活用した。 
なお、相談電話番号の広報に関しては、従来の通り、ＮＴＴ発行のタウンページ（通常
の電話帳の別もので、都道府県ごとに発行され、地域の公的相談機関等を紹介。１年半ご
とに改訂）に当協会相談室の電話番号の掲載依頼をＮＴＴへ依頼した。このほか最近では、
インターネツトを通じて電話番号を知る者がいるので、検索方法等についての工夫に努め
た。 
平成２２年度の相談受付件数は、下記のとおりである。 
 

平成２２年度相談受付件数 
（平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日） 

相談受付件数 問題性あり 問題性なし 
900 件（前年比 9.6％減） 375 件（前年比 5.6％増） 525 件（前年比 18.1％減） 
 

消費者相談室、各地区転送サービス電話番号 
代   表 
北海道地区 
東 北 地区 
東 海 地区 

０３（３３５７）６０１９ 
０１１（２２１）６１９２ 
０２２（２１１）７９８９ 
０５２（９３１）５８８９ 

近 畿 地区 
中 国 地区 
四 国 地区 
九 州 地区 

０６（６９４６）９６５４ 
０８２（２２２）７８５１ 
０８７（８３４）９７２３ 
０９２（５７５）２７９８ 

 
（２）消費者相談室レポートによる情報提供 
消費者相談室（訪問販売１１０番）で解決した会員等に係る消費者苦情の内容と結果、
その苦情の発生の要因を会員等に周知し同種苦情の発生を防止するために、３ヵ月に一度､
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『消費者相談室レポート』を発表した。あわせて、その時期に特徴的であった消費者トラ
ブルやその対応に関する事例研究及び法令研究等を行った。 
さらに、受付けた相談内容の全体像を情報提供し､相談事例の紹介を行うことで問題提起
をする資料として『２００９年度版 訪問販売１１０番受付概要』を発行し、全国の消費
生活センター等にも送付した。 
 
５．不当な訪問販売に係る審査等 
（１）倫理審査委員会 
倫理審査委員会は、定款第３５条に基づく会員及び会員傘下の企業等が行った不当な取
引に対する措置を厳正かつ公正に審査するための第三者機関であり、下記の名簿のとおり
委員５名の構成である。平成２２年度は１回開催し、２社の審査を行い、２社に対する改
善勧告を発動した。またその内１社に対し権利の停止が相当であると理事会に勧告した。 
 

審 議 状 況 
回 開 催 日 審 議 事 項 
第８４回 平成２３年３月１７日 不当な取引を行った会員の措置について 

 
倫理審査委員会委員名簿（敬称略・順不同） 

 氏   名 所   属 
委 員 長 
副 委員長 
委   員 
委   員 
委   員 

川 島 正 英 
高 芝 利 仁 
川 越 憲 治 
清 水 鳩 子 
松 本 恒 雄 

地域活性化研究所代表、元朝日新聞論説委員 
高芝利仁法律事務所弁護士 
川越憲治法律事務所弁護士 
主婦連合会参与 
一橋大学法科大学院長 

 
（２）会員権利の停止を受けた企業に対する対応 
平成２２年度において、倫理審査委員会の勧告を受けて、理事会が会員の権利の停止を
発動した正会員は１社である。同社については、協会の規定に基づき、当協会ホームペー
ジ上に倫理審査委員会より改善勧告があったことを公表するとともに、改善計画書の作成、
提出を要請し、後日これを受理した。また、行政処分の事案のもとになった営業当事者及
び経営トップに対する法令教育研修を行うため協会職員を派遣した。 
 
（３）消費者問題等が発生する企業への注意喚起 
倫理審査委員会の審査案件には該当しないが、消費者相談室で受けた相談事例の中で、
問題性が高いと懸念される事例があった４社の会員企業に対し、口頭又は専務理事名の文
書を送り、取引適正化及び問題事例の再発防止等を要請した。 
 
６．訪問販売消費者救済基金 
平成２２年度においては当該基金の申出対象となる事案はなかった。 
 
７．消費者相談対応体制の確立の推進 
（１）消費者相談担当者講習会等の開催 
平成２２年度は、第８８回から第９１回までの４回を東京で開催した。 
（開催趣旨） 
訪問販売の企業にとって、消費者対応は販売員教育とともに重要な業務のひとつであり、
またその対応は単なるクレーム処理に止まるのではなく、各部門がそれぞれの立場で相互
に連携し企業全体として取り組むことが必要である。このため本講習会では、消費者相談
部門だけでなく訪問販売業に携わる全ての者に消費者対応の重要性についての理解を深め
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てもらい、適切な消費者対応をすすめることを期して消費者問題委員会の企画立案により
開催する。平成２２年度に開催した各回のテーマ及び講師は次の通りである。 
 
・第８８回消費者相談担当者講習会 
開催日：平成２２年６月２４日（木） 
場 所：主婦会館プラザエフ 
「第２回紛争解決学を企業の相談実務に活用する―紛争解決の技術（聴取方法等）」 

講師 弁護士 廣田尚久 氏 
「特定商取引の消費者相談現状と課題」 

講師 経済産業省商務流通グループ消費者相談室長 
「法令研究」 
①過量契約解除権の民事ルールと行政規制の考え方と整理 
②支払方法の変更等と契約解除の法的整理 

講師 弁護士 高芝利仁 氏 
 
・第８９回消費者相談担当者講習会 
開催日：平成２２年９月６日（月） 
場 所：主婦会館プラザエフ 
「第３回紛争解決学を企業の相談実務に活用する―和解の論理・裁判事例」 

講師 弁護士 廣田尚久 氏 
「景品表示法の不当表示規制について」 

講師 (社)全国公正取引協議会連合常任理事 吉武三男 氏 
「法令研究」 
①連鎖販売取引の事例研究 
②訪問販売の事例研究 

講師 弁護士 高芝利仁 氏 
 
・第９０回消費者相談担当者講習会 
開催日：平成２２年１２月７日（火） 
場  所：主婦会館プラザエフ 
「第４回紛争解決学を企業の相談実務に活用する―付帯条件つき最終提案調停・仲裁と紛
争解決のアイデア」 

講師 弁護士 廣田尚久 氏 
「集団的消費者被害救済研究の意義と論点」 

講師 消費者庁企画課事務官 
「法令研究」 
①著しい過量販売契約の解除 
②連鎖販売取引の法令解釈 

講師 弁護士 高芝利仁 氏 
 
・第９１回消費者相談担当者講習会 
開催日：平成２３年３月３日（木） 
場 所：主婦会館プラザエフ 
「難クレーム事例と企業の顧客窓口として取組むべき課題」 

講師 森永乳業(株) 
「難クレーム対応マネジメントについて」 

講師 柴田ＣＳマネジメント(株)代表取締役 柴田純男 氏 
「法令研究」 
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①訪問販売の事例研究（氏名等明示・再勧誘禁止の規定について） 
②連鎖販売取引の法令解釈 

講師 弁護士 高芝利仁 氏 
 
（２）電話法律相談の開催 
電話法律相談を２回行った。開催日は、平成２２年９月１７日と平成２３年２月４日。
遠隔地の会員でも、気軽に法律専門家に電話で相談できるので大変好評であった。 
 
８．国内外の資料の収集及び提供、ＷＦＤＳＡとの交流 
（１）「会員概要調査」の実施及び売上高の推計値の公表 
訪問販売業界の動向及び実態を把握するために平成２２年度会員概要調査（調査対象年
度は２１年度）を実施した。調査対象は１４６社で回収率は９７．９％であった。これら
会員各社の訪問販売売上高の合計をもとに、業界全体の売上高を推計し公表した。平成２
１年度の訪問販売業界の売上高は、１兆９，９８０億円（但し、百貨店の外商、酒・食肉・
野菜等の飲食料品、自動車、医薬品、新聞等は除く）となり、前年度比４．９％の減とな
った。 
 
（２）海外の諸機関との交流、海外訪問販売情報の分析整理 
協会活動、業界動向に関しタイムリーな記事提供につとめ、ＷＦＤＳＡからの情報は適
宜、機関紙等で紹介した。 
 
（３）ニール・Ｈ・オッフェンＷＦＤＳＡ事務局長講演会 
平成２２年１１月１６日、ＷＦＤＳＡ（訪問販売協会世界連盟）の事務局長ニール・Ｈ・
オッフェン氏の来日に伴い、講演会及び懇親会を開催した。オッフェン氏はハドソン・イ
ンスティチュートの信託委員会、米国商工会議基金の理事会等を歴任、ＵＳＤＳＡ（米国
訪問販売協会）最高経営責任者でＤＳＥＦ（訪問販売教育財団）副会長も務めている。テ
ーマは「米国及び世界のダイレクトセリングの概況」で参加者は約３０名。オッフェン氏
は、近くＷＦＤＳＡの事務局長を退任する予定で、後任はＵＳＤＳＡのエグゼグティブ・
バイス・プレジデント兼最高執行責任者で顧問弁護士でもあるジョセフ・Ｎ・マリアーノ
氏が就任する予定である。 
 
９．公益法人制度改革への対応 
新公益法人制度の施行に基づき、当協会が、公益社団法人へ移行することについての検
討を総務委員会ですすめる一方で、公益社団法人への移行の可能性を探るため、内閣府の
公益認定等事務局へ３回にわたり相談に赴いた。公益認定を得る基準は、当協会の公益事
業支出割合が全支出の 50％以上でなければならない。最終判定は、内閣府の公益認定等委
員会が判定するので、平成２３年１月の理事会において、内閣府へ認定申請を行い正式に
判定を仰ぐことを決議した。これとともに、認定申請時に必要な定款の変更案等を理事会
で検討し、平成２３年６月の通常総会に備えた。 
 
１０．行政機関等との連携等 
（１）消費生活センターとの連携による情報収集 
全国の消費生活センター等の協会を得て、当協会へ加盟申請を希望する事業者に関する
消費者苦情の情報の収集を行い入会審査の参考情報として活用した。 
 
（２）消費者行政に携わる職員及び相談員の研修等への講師派遣 
全国の自治体や消費生活センター、消費者団体の依頼に基づき協会職員を講師として派
遣した。 
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・消費生活コンサルタント養成講座（平成２２年６月２９日） 
・山口県消費生活相談員養成研修（平成２２年９月２５日） 
・京都府消費生活に関する研修会（平成２２年１０月２８日） 
・愛媛県消費生活相談員等スキルアップ研修（平成２３年３月１４日） 
 
（３）消費生活センター等相談機関の訪問 
改正特定商取引法の施行後の状況を把握するため、特商法セミナーや消費者啓発講座等
の開催にあわせ、主要都市の消費者センターを訪問した。センター側の応対者は、指導係
と称する主に業者指導を業務とする担当者であった。 
訪問先のセンターの自治体は以下のとおりである。 
山口県、仙台市、札幌市、福岡県、名古屋市、大阪府、東京都、京都府、いわき市ほか。 
 
（４）関東及び関西地区の消費生活相談員との交流会 
広報委員会及び消費者問題委員会の企画立案により、ＮＡＣＳ所属会員（消費者センタ
ー等で相談業務に従事する消費生活相談員等）と企業の交流会を東京と大阪で開催。消費
者苦情解決のすすめ方等について、双方の立場、考え方、日頃の感想などについて、有益
な情報交換ができた。参加者は、東京が３０名（センター相談員１０名・協会２０名）、大
阪が２１名（センター相談員９名・協会１１名）であった。 
 
１１．広報・消費者啓発 
（１）季刊誌のリニューアル 
年４回発行している季刊ダイレクトセリングをリニューアルした。特集記事として「販
売員が語る私のライフ＆ワーク」の連載を開始、訪問販売に従事する方（販売員を中心）
を取材し、働く場としての業界の一面を紹介した。また、平成２２年７月（１１１号）よ
り協会ホームページから最新号を閲覧できるようにした。これに伴い、季刊誌発行の従来
の経費削減を図り予算執行の効率化に努めた。 
 
（２）消費者啓発 
全国の自治体や消費者センター等の依頼を受け、当協会の職員を消費者啓発講座に講師
として派遣した。 
・いわき市消費生活センター「暮らしの教室」（平成２２年７月８日） 
 ・浜松市くらしのセンター「くらしのセミナー」（平成２２年１０月２１日） 
 
（３）消費者啓発資料の配布 
当協会が配布する消費者啓発物は多種多様なものがあるが、本年度は、とくに次の二種
類のリーフレットの見本を消費者センターへ配布し、必要部数の注文を受け付けた。 
・「住宅リフォームの訪問販売について」 ４１か所・８６００枚   
・「訪問販売員の登録証をお持ちですか？ステッカー」３８か所８６００枚 
 
１２．業界啓発 
（１）特定商取引法セミナー 
全国６地区で特定商取引法セミナー（基本編）を開催。改正法周知のため非会員企業に
も参加を呼びかけた。なお、講座終了後には、理解測定のため、簡単なテストを実施し、
全過程を終えた受講者には受講印を受講票に押印し閉会とした。参加者数は２１３名（会
員１６０名、非会員５３名）であった。 
 
＜開催地区＞ 
・札幌地区（平成２２年９月９日） 
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・仙台地区（平成２２年９月２日） 
・東京地区（平成２２年９月３日） 
・名古屋地区（平成２２年１０月１日） 
・大阪地区（平成２２年１０月８日） 
・福岡地区（平成２２年９月２９日） 
 
＜テーマ＞ 
特定商取引法の訪問販売及び連鎖販売取引に係る規制の基本理解を目的として、開催し
た。本セミナーは、特定商取引法の大幅改正を受けて、業界全体に法律を周知し、より良
い販売を推進する観点から、協会に加盟していない事業者の方にも広く参加を呼びかけた。 
 
（２）法定書面研究講座 
特定商取引法の法定書面の適切交付に資するため、法定書面研究講座(訪問販売・連鎖販
売取引)を開催した。講座は一日講習とし、午前の部は法第４条・５条書面、午後の部は法
第３７条書面をテーマとした。講師の高芝利仁弁護士が、法律の規制趣旨、条文、書面作
成上のポイント等を解説し、事前に参加者から受け付けた質問に回答。また、事例をもと
にグループディスカッションを行い、検討結果を各グループの代表者が発表し、高芝弁護
士が法的な見解を示し、法律と企業の消費者志向への取り組みに対する理解を深めた。参
加者は５９名であった。 
 
（３）訪問販売員登録制度改正検討委員会 
特定商取引法の改正に伴い、訪問販売員登録制度の見直しを図るため、標記の専門委員
会を設置し、平成２２年７月１５日の第１回会議を皮切りに都合７回の会議を開催し、主
に以下の７項目について検討を行った。 
①訪問販売員登録事業の目的と意味について 
②教育登録の義務化と対象販売員の範囲について 
③業種団体主導から訪販協主導の制度への改革について 
④標準カリキュラム及び評価の基準等の見直しについて 
⑤標準テキスト・標準試験問題の使用について 
⑥訪問販売員教育登録証の刷新について 
⑦教育登録制度に係る登録届出事務等の簡素化について 
 
（４）企業及び団体等への講師の派遣 
企業等からの依頼を受け、当協会の職員を講師として派遣する業務を実施した。平成２
２年度は５団体（健康食品雑誌、健康機器・求人広告・農協・太陽光発電の関係団体）の
依頼を受け職員を派遣した。 
 
（５）ソーラーシステム等関係事業者部会を設立 
太陽光発電システムや太陽熱温水器等を取り扱う事業者部会を設立し初会合を開いた。 
高齢者等への強引販売が原因で訪問販売業に対する社会批判が生んだ事を踏まえ、同様
の事態が再発しないよう連携を強化することが狙いである。これとともに、今後、海外の
メーカーが日本に進出し不当販売業者との提携等による問題事例の拡大を阻止するために
も製造業者・卸業者とも連携を強化する体制づくりを目指すことにしている。当日の参加
者は１０人。 
 
（６）印刷物の発行等 
 以下の出版物を発行した。 
①季刊誌ダイレクトセリング(４回) 
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第１１０号・第１１１号・第１１２号・第１１３号の４回発行し、業界・行政等の動
向及び協会の諸施策、協会活動、会員動向等を紹介した。第１１１号からは、最新号を

協会ホームページで閲覧できるようにした。 
②活動報告（４回） 
会員向けの啓発誌として四半期に発行。主な記事は、協会の活動状況、行政動向。 
③テキスト・特商法ハンドブック（法律解説書） 
法律の解説をわかり易くしたものを発行し、指導者用、販売員向けに配布した。試験
問題集を巻末につけた。 
④消費者相談対応の基本～訪問販売企業のお客様対応の在り方～（改訂版） 
⑤改訂版・相談事例集 
「相談事例集」及び「事例で学ぶ特商法・関連法規」を一つにまとめたものとして編
集発行した。 
⑥個人情報取扱いマニュアル 
⑦エッセー集 
⑧ステッカー「訪問販売員の登録証をお持ちですか？」 
⑨消費者向け協会啓発リーフレット「住宅リフォームの訪問販売について」 
⑩協会３０年のあゆみ（冊子） 
  ３０周年記念懇親会にて配布した。 
⑪写真で振り返る３０年の歴史（ＤＶＤ） 
  ３０周年記念懇親会にて上映、会員向けに配布した。 
 
（７）特商法第５条契約書面 
業界全体として不備書面の交付等を防止するため、法定契約書面伝票（Ａ４サイズ・３
枚複写式×２５セット）の作成に着手した。原案を作成のうえ弁護士に監修を依頼した。
書面に関して、センターの紹介を受け当協会へ相談してくる事業者が年々増加している。
そのまま現場で使用できる書面として事業者に活用してもらうのが目的である。発行は平
成２３年４月。 
 
（８）ＣＳテキスト(仮称)の作成 
法律以外の教育用テキストとして、ＣＳテキスト（企業の教育指導者等を対象）の作成
に着手し、平成２３年６月頃の発行を予定。同テキストは２章にわかれており、前者はダ
イレクトセリングの意義と役割（販売員の意識、キャリア形成等）など、後者は苦情対応
等のダイレクトセリングのリスクマネジメントの指針を示している。 
 
１３．関係団体等との交流等 
・社団法人日本広告審査機 
平成２２年６月２日、ＪＡＲＯ（日本広告審査機構）が主催する広告適正化に資する情
報交換会に出席した。この情報交換会に当協会は構成員として毎回参加している。今回は
ＪＡＲＯの要請により、当協会の法改正に係る自主的取組みを説明した。出席団体は当協
会も含め約４０団体。 
 
・社団法人全国求人情報誌協会 
平成２２年６月８日、同協会が主催する加盟会社への啓発講座に当協会も講師として出
席した。同協会の加盟企業は雑誌発行会社であり、当日の出席者は人事募集広告の審査担
当者が中心であった。当協会では、協会の自主的取組、とくに苦情対応、販売員教育、不
当勧誘を行った会員に対する対応の現状を中心に説明した。 
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・一般社団法人太陽光発電協会 
太陽光発電設置先の９０％は一般住宅向けであり、訪問販売は製品の特質や複雑な補助
金システムを顧客に十分に説明するため、市場を大きく支えていると一部メーカー関係者
は認識している。しかし、かつての住宅リフォーム問題のような高齢者に対する強引な重
ね売りを懸念する声もあり、不当業者の参入と消費者被害の防止を図り、公正な市場を形
成するために、関係メーカーや卸業者、クレジット、団体の連携は肝要である。このため、
当協会では、関係団体との情報交換を密にし、メーカーの賛助会員加入の促進のための情
報交換を積極的に行った。 
 
・財団法人新聞広告審査協会 
当協会の広報委員会に同協会の広告審査担当３名を招聘、訪問販売と広告の問題等に関
し意見交換の場をもった。同協会には一般紙等が会員として加盟している。同協会は、加
盟会社からの依頼に基づき新聞広告等（企業の広告原稿）の内容及び広告主等を調査し、新
聞広告の是非の判定を当該加盟会社へ報告する業務を実施している。今般の試みは業界の
相互理解を促進することを目的に開催した。 
 
・社団法人日本クレジット協会 
平成２３年３月１０日、(社)日本クレジット協会自主規制委員会は、「個別信用購入あっ
せんに係る自主規制規則」第３２条第４項に定める事業者団体として当協会を認定した。
情報交換を行うとともに、認定申請に要する資料提供及び連絡調整を行った。 
 
１４．入会申出企業の調査等 
入会申出企業は入会申請時から３ヶ月の調査期間を経て理事会の審議にかけることを原
則としている。理事会で審議され、入会予備企業（再調査し再審査にかけるための制度）
に登録することが妥当であると判断した入会申出企業は、６ヶ月から1年の再調査を行う。
これら入会審議に諮る前後の調査期間においては、入会申出者及び入会予備企業の名称等
を全国の相談機関に向け周知し、苦情情報を収集する。これとともに、書類審査を行い、
販売員教育及び消費者相談体制等の確認を行う。平成２２年度中は新規の入会申出４社、
入会予備７社について調査した。 
 
１５．行政機関主催の審議会等への参加 
行政機関が主催する審議会等に参加し業界の実情、協会の自主規制活動について説明し
理解を求めた。 
（１）審議会関係 
 
・第７次横浜市消費生活審議会 第４回消費者団体等協働促進事業審査評価部会 
開催日：平成２２年５月２７日 
場 所：関内駅前第一ビル 
  当協会より専務理事が委員として出席している。議題は次のとおり。 
①平成２１年度消費者団体等協働促進事業評価について 
  ②平成２２年度消費者団体等協働促進事業審査について 
  ③その他 
 
・平成２２年度鎌倉市消費生活委員会 
開催日：平成２２年７月５日 
場 所：鎌倉市庁舎会議室 
同委員会は市の消費生活紛争案件の審議を目的とするが、通常は消費生活活動の現状
等を検証し意見を述べる機会が多い。今回も紛争案件はなかったので、報告事項は、平
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成２１年度の相談受付や消費者啓発の状況、問題事例にとどまった。報告のなかで、相
談受付状況は前年対比１２％増となったが、訪問販売や連鎖販売取引はともに減少した。
全体が増えた要因はフリーローン・サラ金をはじめ賃貸アパート、消火器やプロパンガ
ス、エステ関係の相談が増加したこと。また、２１年度より集計のキーワードを新たに
追加した。具体的に追加したものは、「アダルト情報サイト」「デジタルコンテンツ」「未
公開株」「携帯電話サービス」「普通生命保険」である。問題事例の一つにとして害虫防
除の事例が紹介された。４ヶ月にわたり７９歳の女性に計５回、５９０万円の契約が重
ねて行われていたという。市の依頼で県が調査したところ契約締結後、工事の痕跡がな
いケースもあった。 
 
・第８次横浜市消費生活審議会 
開催日：平成２２年１１月３０日 
場 所：横浜市中区住吉町松村ビル別館 
 第８次審議会のスタートにあたり、会長・副会長の選出が行われた。その後、審議会
の運営について、事務局より３つの部会の設置及びその部会内容の説明が行われた。 
①常設部会の消費者被害救済部会 
②専門部会の消費者団体等協働促進事業審査評価部会 
 ③専門部会の施設検討部会（新規） 
次に、部会委員の選出があり、条例に従い、会長から部会の委員の指名があった。当
協会専務理事は昨年に引き続き、専門部会の消費者団体等協働促進事業審査評価部会の
委員に就任した。 
 
・第８次横浜市消費生活審議会・第１回消費者団体等協働促進事業審査評価部会 
開催日：平成２３年２月１０日 

場 所：関内駅前第１ビル 

部会長については、委員３名の中から横浜国立大学の松葉口教授を選出した。次に、

平成２３年度の募集要領及び審査基準並びに平成２２年度の事業評価表について審議し、

事務局案どおり決定した。 

 
（２）懇談会等 
平成２２年度愛知県消費者トラブル防止懇談会 
開催日：平成２２年５月２５日 
場 所：愛知県自治センター 
  全国より関係団体が出席する。愛知県県民生活課から、平成２１年度の消費生活相談
の概要について説明があった後、意見交換を行った。 
 
・東京都広告表示セミナー 
開催日：平成２２年１０月１５日 
場 所：中野区もみじ山センター 
毎年、東京都薬事指導課主催で開催されるセミナーで担当官が違法事例などを交えて
薬事法や景表法、特商法等を解説する。参加者は、企業や団体から約３００名ほどであ
る。当協会からも担当者１名が参加した。 
 
・経済産業省「買い物弱者対策支援事業」説明会 
日 時：平成２２年１２月２日 
場 所：関東経済産業局合同庁舎１号館 
  経済産業省では、少子高齢化や過疎化等による社会環境の変化により、高齢消費者を
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中心に、生活物資の買い物が不便となっている、いわゆる買い物難民の地域が多数生じ
ていることを踏まえ、平成２２年度補正予算案の一環として、買い物弱者対策支援事業
（補助金の交付）を計画している。なお、当協会は、本説明会の開催前に、会員社に対
し本補助金の概要を通知し、関係委員会においても、協会として関与できる活動の有無
等について検討した。 
 
・内閣府公益認定等委員会事務局 
開催日：平成２２年８月３日（１回目） 
開催日：平成２２年１０月２０日（２回目） 
開催日：平成２３年３月１６日（３回目） 
場 所：内閣府 
公益法人制度改革については、１８９６年制定の公益法人制度に基づく公益法人であ
つたものは、２００８年１２月１日施行の新公益法人制度に基づき、その移行期間末日
である２０１３年（平成２５年）１１月３０日までに、一般社団法人あるいは一般財団
法人、又は公益社団法人あるいは公益財団法人を選択する。当協会においては、平成２
２年６月の理事会・総会において、平成２２年度事業計画案のなかで公益法人化の実現
の可能性を探るための調査研究を行うことを決めた。かかる情報の収集及び訪問販売協
会の活動の公益性等を相談するため、内閣府公益認定等委員会事務局に出向いた。 
 
１６．東日本大震災への対応 
震災に伴い経済産業省と連携し、会員各社による災害地の支援状況の把握を行うととも
に、消費者保護対応の一環として会員あてに文書を発出し、支払い猶予等を依頼した。ま
た、第１４６回理事会（平成２３年３月２９日）の決議に基づき、会員に対し義援金の募
集を行い目標の五百万円相当が集まった。義捐金は新年度に入り日本赤十字社に寄付する。 
 
１７.協会財政基盤の強化 
当協会の財政基盤の強化を図るため、①新規加入企業の促進、②事業活動支出の見直し
（事業所賃借料の削減、人件費等の削減）、③事業収入の増収策（相談事例集、特商法契約
書面、ＣＳテキストほか）、④会員の会費ランクの移動依頼などを実施し、②及び④を実施
した実績等によりすでに初期の目標額は達成している。 
 

会議活動  
 
１．通常総会 
第３１回通常総会を平成２２年６月１０日に開催し、平成２１年度事業報告及び収支決
算、平成２２年度事業計画及び収支予算、役員の一部交替について審議決定した。 
議題１．平成２１年度事業報告及び収支決算報告の件 
２．平成２２年度事業計画（案）及び収支予算（案）の件 
３．役員の一部交替等の件 

 
２．理事会 
理事会を第１４３回～第１４６回まで開催し、通常総会提出議題、新規入会申出者、会
員権利の停止等の議題を審議決定した。 
 
・第１４３回理事会（平成２２年６月１０日） 
議題１．入会申出者について 
２．入会承認の手続き等に関する規程の一部変更について 
３．第３１回通常総会提出議案について 
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・第１４４回理事会（平成２２年１０月６日） 

議題１．入会申出者について 
２．当協会と社団法人日本クレジット協会の連携について 
３．協会の財政状況について 
４．理事の一部交替について 

 
・第１４５回理事会（平成２３年１月７日） 
 議題１．入会申出者について 
２．協会財政について 
３．当協会と社団法人日本クレジット協会の連携について 
４．当協会の公益法人化研究の現状と今後の方針について 

 
・第１４６回理事会（平成２３年３月２９日） 
議題１．入会申出者について 
２．役員及び副会長の増員について 
３．平成２２年度事業報告及び収支決算報告（仮決算）について  
４．平成２３年度事業計画案及び収支予算案について 
５．任期満了に伴う役員候補案について 
６．公益社団法人移行認定申請に伴う定款変更案の総会への提出について 
７．会員の権利の停止について～倫理審査委員会の勧告事項 
８．東北地方太平洋沖地震に対する対応と義捐金の拠出について 
９．その他 

 
３．監事会 
監事会を平成２２年５月２８日に開催し、平成２１年度事業報告及び収支決算の監査を
受け承認された。 
 
４．委員会 
〔総務委員会〕 
本委員会は、理事会のもとに位置し協会事業全般に係る企画立案を主たる任務としてい
る。平成２２年度は本委員会を第９６回～第１０１回まで開催し、主に理事会提出議題等
について検討した。開催内容は以下のとおりである。 
 
・第９６回総務委員会（平成２２年６月１０日） 
議題１．入会申出者等について 
２．入会承認の手続き等に関する規程の一部変更について 
３．第３１回通常総会提出議案について 
４．委員等の一部交替について 

 
・第９７回総務委員会（平成２２年１０月６日） 
議題１．入会申出者について 
２．当協会と社団法人日本クレジット協会の連携について 
３．協会の財政状況について 
４．訪問販売員登録制度改正に係る検討状況について 
５．公益法人化等研究に係る現状について 
６．その他 
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・第９８回総務委員会（平成２２年１１月２２日） 
議題１．協会財政について 
２．当協会の公益法人化研究の現状について 
３．当協会と社団法人日本クレジット協会の連携について 

 
・第９９回総務委員会（平成２３年１月７日） 
議題１.入会申出者について 
２．訪問販売員登録制度の改正に係る検討部会の検討状況について 
３．総務委員の一部交替等について 
４.その他報告事項 

 
・第１００回総務委員会（平成２３年３月１１日） 
議題１．委員の一部交替について／前回で就任した委員の紹介 
２．訪問販売員登録制度の改正に係る検討部会の検討状況について 
３．定款変更案について 
４. その他 

 
・第１０１回総務委員会（平成２３年３月２９日） 
議題１．入会申出者について 
２．平成２２年度事業報告及び収支決算報告（仮決算）について  
３．平成２３年度事業計画案及び平成２３年度収支予算案について 
４．会員の権利の停止について～倫理審査委員会の勧告事項 
５．東北地方太平洋沖地震に対する対応と義捐金の拠出について 
６．その他 

 
〔広報委員会〕 
本委員会は、理事会のもとに位置し広報及び海外との情報交換に係ることの検討を主た
る任務としている。平成２２年度の開催内容は以下のとおりである。 
 
・第１１７回広報委員会（平成２２年６月２５日） 
第一部 特定商取引（訪問販売・連鎖販売取引）と新聞広告審査に関する懇談会 
第二部 議題１．委員の一部交替について 

２．季刊誌次号の特集記事について 
３．消費者センターとの交流会の開催について 
４．その他 

 
・第１１８回広報委員会（平成２２年９月２４日） 
議題１．委員の一部交替及び副委員長の選出について 
２．季刊誌次号の特集記事について 
３．消費者センターとの懇談会の開催について  
４．訪問販売と消費者教育について  
５．その他 

 
・第１１９回広報委員会（平成２２年１２月１７日） 
議題１．季刊ダイレクトセリング１１４号の特集記事について 
２．当協会が推進するダイレクトセリング業界の社会貢献活動について 
３．平成２３年度広報事業計画案について 
４．その他報告事項 
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〔消費者問題委員会〕 
本委員会は、理事会のもとに位置し消費者問題全般に係る事項等の検討を主たる任務と
している。平成２２年度の開催内容は以下のとおりである。 
 
・第８８回消費者問題委員会（平成２２年４月２３日） 
議題１．第８８回消費者相談担当者講習会の企画について 
２．２００９年度（２０１０年１月～３月）の消費者相談受付状況について 
３．会員による重大法令違反行為の防止について 
４．事例研究 

 
・第８９回消費者問題委員会（平成２２年７月２２日） 
議題１．次回の消費者相談担当者講習会について 
   ２．２０１０年度（２０１０年４月～６月）の消費者相談受付状況について 
   ３．消費者センターとの交流会の開催について 
４．特別講座（法定書面）の開催について 
５．委員の一部交替について 
６．事例研究 
７．その他（次回委員会の開催日程） 

 
・第９０回消費者問題委員会（平成２２年１０月２９日） 
議題１．第９０回消費者相談担当者講習会について 
２．２０１０年度（２０１０年７月～９月）の消費者相談受付状況について 
３．その他報告事項 
４．事例研究 

 
・第９１回消費者問題委員会（平成２３年１月２８日） 
議題１．第９１回消費者相談担当者講習会の企画について 
   ２．平成２３年度消費者対応新人研修講座の企画について 
   ３．２０１０年度（２０１０年１０月～１２月）の消費者相談の受付状況について 
   ４．委員の増員について 
   ５．報告事項 
６．事例研究 

 
〔訪問販売員登録制度検討委員会〕 
 本委員会は、総務委員会より付託され、訪問販売員登録制度の見直しに当たっての基本
的な事項について審議する専門委員会として発足した。平成２２年度の開催内容は以下の
とおりである。 
 
・第１回訪問販売員登録制度検討委員会（平成２２年７月１５日） 
議題１．委員紹介 
   ２．委員長の選任 
   ３．訪問販売員登録制度の見直しに係るこれまでの動きについて 
   ４．現行制度の運用と問題点について 
   ５．論点整理のための質疑応答 
   ６．その他 
 
・第２回訪問販売員登録制度検討委員会（平成２２年９月１６日） 
議題１．委員の追加について 



- 15 - 
 

   ２．アンケート調査の結果について 
   ３．訪問販売員登録制度の見直しに係る検討項目の抽出について 
   ４．各検討項目に対する協会の考え方 
   ５．今後の進め方について 
   ６．その他 
 
・第３回訪問販売員登録制度検討委員会（平成２２年１０月１４日） 
議題１．訪問販売員登録事業の目的と意味について 
   ２．教育登録の義務化と対象販売員の範囲について 
 
・第４回訪問販売員登録制度検討委員会（平成２２年１１月１７日） 
議題１．教育登録の義務化と対象販売員の範囲について（前回からの継続） 
   ２．業種団体主導の制度から訪販協主導の制度への改革について 
   ３．標準カリキュラム・評価の基準の見直しについて 
   ４．標準テキスト・標準試験問題等の使用に係る義務づけについて 
 
・第５回訪問販売員登録制度検討委員会（平成２２年１２月１４日） 
議題１．登録証の刷新について 
   ２．教育登録に係る事務の簡素化について 
 
・第６回訪問販売員登録制度検討委員会（平成２３年１月２５日） 
議題１．委員の交代について 
   ２．さらに検討を重ねる必要がある項目について 
   ３．今後の予定について 
 
・第７回訪問販売員登録制度検討委員会（平成２３年２月１８日） 
議題１．審議結果の取りまとめについて 
   ２．総務委員会への報告について 
   ３．標準カリキュラム用テキストについて 
   ４．その他 
 


